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 我が国の景気は、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあ

って、緩やかに回復しているものの、物価高騰や海外景気の下振れが我

が国の景気を下押しするリスクとなっており、今後の地方財政を取り巻

く環境は厳しいものになることも想定される。 

 しかしながら、我々都市自治体は、地方創生やデジタル化、脱炭素化

の推進、防災・減災対策に加え、喫緊の課題であるこども・子育て政策

の強化、金利上昇への対応、民間の賃上げ等を踏まえた給与改定の実施

などを講じていかねばならず、税財源を安定的に確保しなければならな

い。 

 このような厳しい環境の中にあっても、引き続き、都市自治体の行政

運営に必要な財政需要について、的確に地方財政計画に反映させ、地方

の安定的な財政運営に必要な一般財源総額及び地方交付税総額の確保が

不可欠である。 

 とりわけ地方分権の下で、今後、各自治体が自立していくためには、

地方が担う事務と責任に見合うよう、国と地方の税源配分を見直すとと

もに、行政サービスの地域格差が過度に生じないよう、税源の偏在性が

小さく、安定性を備えた地方税体系を構築することによって、都市自治

体の財政基盤を強化しなければならない。 

 ついては、令和７年度の税制改正に当たり、都市自治体の意見を十分

に踏まえ、基礎自治体を重視した真の分権型社会を実現するため、以下

の事項について、必要な措置を講じるよう要請する。 
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Ⅰ 制度改正に関する意見 

 
１ 真の分権型社会の確立に向けた地方税体系の構築 

(１) 地方の財政自主権の拡充及び税源の偏在性が小さく税収が安

定的な地方税体系の構築 

  都 市 自 治 体 が 行 う 住 民 生 活 に 直 結 し た 行 政 サ ー ビ ス の 財 政 需 要 の 急

増 と 多 様 化 に 迅 速 か つ 的 確 に 対 応 で き る よ う 、 一 般 財 源 を 充 実 確 保 す

る 観 点 か ら 、 税 源 の 偏 在 性 が 小 さ く 、 税 収 が 安 定 的 な 地 方 税 体 系 を 構

築 す る こ と 。  

  ま た 、 地 方 が 担 う 事 務 と 責 任 に 見 合 う 税 財 源 配 分 を 基 本 と し 、 ま ず

は 、 税 源 移 譲 に よ る 国 ・ 地 方 の 税 源 配 分 「 ５ ： ５ 」 の 実 現 を 図 る こ と

に よ り 、 地 方 の 財 政 自 主 権 を 拡 充 す る こ と 。  

  

(２) 権限移譲に伴う税財政措置 

  国 ま た は 都 道 府 県 か ら 都 市 自 治 体 へ の 権 限 移 譲 に 当 た っ て は 、 税 源

移 譲 等 に よ る 適 切 か つ 確 実 な 税財政措置を講じること。 

 

(３) 税制改正に関する地方の意見の反映 

  地 方 に 影 響 を 及 ぼ す 税 制 改 正 の 検 討 に 当 た っ て は 、「 国 と 地 方 の 協 議

の 場 」 等 を 通 じ 、 地 方 の 意 見 を十分反映すること。 

 

２ 固定資産税の安定的確保 

  固 定 資 産 税 （ 土 地 、 家 屋 及 び 償 却 資 産 ） は 、 市 町 村 が 提 供 す る 行 政

サ ー ビ ス と 資 産 の 保 有 に 着 目 し て 応 益 原 則 に 基 づ き 課 税 す る 基 幹 税 で

あ る た め 、 引き続きその安定的確保を図ることとし、制度の根幹を揺るが

す見直しは断じて行うべきではない。 

  ま た 、 令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 に お い て 創 設 さ れ た 生 産 性 の 向 上 や 賃 上

げ に 取 り 組 む 中 小 企 業 の 償 却 資 産 に つ い て の 特 例 措 置 に つ い て は 、 ２

年 間 の 期 限 の 到 来 を も っ て 確 実 に 終 了 す る こ と 。  
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３ ゴルフ場利用税の現行制度の堅持 

  ゴ ル フ 場 利 用 税 に つ い て は 、 そ の 税 収 の ７ 割 が 交 付 金 と し て ゴ ル フ

場 所 在 市 町 村 に 交 付 さ れ て お り 、 市 町 村 の ゴ ル フ 場 関 連 の 財 政 需 要 に

対 応 す る と と も に 、 特 に 財 源 に 乏 し い 中 山 間 地 域 の 市 町 村 に と っ て は

貴 重 な 財 源 と な っ て い る 。 ま た 、 18 歳 未 満 、 70 歳 以 上 の 者 及 び 障 が

い 者 並 び に 国 体 の ゴ ル フ 競 技 及 び 学 校 の 教 育 活 動 は 非 課 税 と す る な ど 、

生 涯 ス ポ ー ツ の 実 現 に も 十 分 に配慮しながら課税している。 

  ゴ ル フ 場 利 用 税 に 代 わ る 恒 久 的 か つ 安 定 的 な 財 源 は あ り 得 ず 、 市 町

村 の 財 源 確 保 の た め に も 現 行 制度を堅持すること。 

 

４ 自動車関係諸税のあり方の検討に当たっての地方財政への配慮 

  軽 自 動 車 税 を 始 め と し た 自 動 車 関 係 諸 税 は 、 都 市 自 治 体 の 行 政 サ ー

ビ ス の 貴 重 な 財 源 に な っ て お り 、 道 路 ・ 橋 梁 等 の 老 朽 化 対 策 な ど 社 会

イ ン フ ラ 財 源 と し て の 需 要 が 今 後 と も 増 嵩 し て い く こ と か ら 、 そ の あ

り 方 の 検 討 に 当 た っ て は 、 Ｃ Ａ Ｓ Ｅ （ コ ネ ク テ ッ ド ・ 自 動 運 転 ・ シ ェ

ア リ ン グ ・ 電 動 化 ） に 代 表 さ れ る 自 動 車 を 取 り 巻 く 大 き な 環 境 変 化 を

踏 ま え た う え で 、地 方 財 政 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が な い よ う に す る こ と 。     

 

５ 森林環境税及び森林環境譲与税の周知等 

  森 林 環 境 税 及 び 森 林 環 境 譲 与 税 は 、 都 市 自 治 体 に と っ て 貴 重 な 財 源

で あ り 、 令 和 ６ 年 度 か ら 課 税 が 開 始 さ れ た こ と を 踏 ま え 、 今 後 も 間 伐

等 の 森 林 整 備 や 人 材 育 成 ・ 担 い 手 の 確 保 、 木 材 利 用 の 促 進 や 普 及 啓 発

な ど に 積 極 的 に 取 り 組 む こ と と し て い る が 、 国 に お い て も 、 森 林 が 果

た し て い る 公 益 的 機 能 に つ い て 、 国 民 の 理 解 が 進 む よ う 広 く 周 知 ・ 広

報 を 行 う こ と 。  

  ま た 、 森 林 環 境 譲 与 税 の 譲 与 基 準 等 に つ い て は 、 各 市 区 町 村 の 活 用

状 況 な ど を 踏 ま え 、 引 き 続 き 、 検 証 を 行 う こ と 。 

 

６ 地方たばこ税制度の堅持 

  地 方 た ば こ 税 は 都 市 自 治 体 に と っ て 貴 重 な 財 源 で あ り 、 そ の 継 続 的

か つ 安 定 的 確 保 や 望 ま な い 受 動 喫 煙 の 防 止 を 図 る た め に は 、 分 煙 施 設
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の 整 備 等 が 重 要 で あ る こ と か ら 、 今 後 更 に 積 極 的 に 取 り 組 む こ と と し

て い る が 、 地 方 財 政 に 影 響 を 及 ぼ す こ と の な い よ う 、 一 般 財 源 で あ る

現 行 の 地 方 た ば こ 税 制 度 を 堅 持 す る こ と 。  

 

７ 国際観光旅客税収の地方への配分 

  国 際 観 光 旅 客 税 に つ い て は 、 こ れ ま で も 地 方 団 体 が 観 光 資 源 の 魅 力

向 上 等 に 対 し 、 様 々 な 取 組 を 行 っ て い る こ と な ど を 踏 ま え 、 国 際 観 光

旅 客 税 の 税 収 の 一 定 割 合 を 地 方 団 体 に と っ て 自 由 度 が 高 く 創 意 工 夫 を

活 か せ る 交 付 金 等 に よ り 地 方 団体に配分するよう検討すること。 

 

８ 都市税財源の充実強化 

(１) 個人住民税 

  ① 個 人 住 民 税 は 、 都 市 自 治 体 が 担 う べ き 基 礎 的 行 政 サ ー ビ ス を 安

定 的 に 供 給 す る た め の 基 幹 税 目 で あ る こ と か ら 、 そ の 充 実 強 化 を

図 る と と も に 、 新 た な 政 策 的 控 除 の 導 入 は 行 わ な い こ と 。  

    ま た 、 現 在 導 入 さ れ て い る 各 種 控 除 に つ い て も 課 税 の 公 平 ・ 中

立 ・ 簡 素 等 の 観 点 か ら 廃 止 ・ 縮減も含めて見直すこと。 

    な お 、 令 和 ６ 年 度 与 党 税 制 改 正 大 綱 に お い て 示 さ れ た 扶 養 控 除

の 見 直 し を 行 う 場 合 に は 、 所 得 税 又 は 個 人 住 民 税 に お け る 税 額 等

を 活 用 し て い る 社 会 保 障 制 度 や 教 育 等 の 給 付 や 負 担 の 水 準 に 関 し

て 不 利 益 が 生 じ な い よ う 配 慮 す る こ と 。  

  ② 個 人 所 得 課 税 に お け る 人 的 控 除 等 の あ り 方 の 検 討 に 当 た っ て は 、

個 人 住 民 税 が 応 益 課 税 の 観 点 か ら 広 く 住 民 が 所 得 に 応 じ て 負 担 を

公 平 に 分 か ち 合 う 仕 組 み と な っ て い る こ と を 踏 ま え 、 検 討 す る こ

と 。  

  ③  ふ る さ と 納 税 に つ い て は 、 ワ ン ス ト ッ プ 特 例 制 度 に よ っ て 申 請

さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 確 定 申 告 に よ る 申 請 と の 均 衡 を 図 り 、 所

得 税 控 除 相 当 額 を 国 の 負 担 に お い て 対 応 す る な ど 、 制 度 の 改 善 を

図ること。 
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(２) 法人住民税 

  法 人 の 活 動 と 都 市 行 政 と の 関 わ り の 大 き さ 、 都 市 税 源 と し て の 重 要

性 等 の 観 点 か ら 、 法 人 住 民 税 が 都 市 自 治 体 に お い て 重 要 な 役 割 を 有 す

る こ と を 踏 ま え 、 国 ・ 地 方 間 の 税 源 配 分 の 是 正 に よ り 、 都 市 税 源 の 充

実 を 図 る こ と 。  

  ま た 、 法 人 住 民 税 均 等 割 に つ い て は 、 昨 今 の 厳 し い 財 政 状 況 を 踏 ま

え 、 そ の 充 実 を 図 る こ と 。  

  

(３) 固定資産税 

  ① 多 岐にわたる非課税及び課税 標 準 等 の 特 例 措 置 に つ い て は 、政 策

効 果 等 を 十 分 検 証 し 、 税 負 担 の 公 平 性 や 固 定 資 産 税 の 充 実 確 保 を

図 る 観 点 か ら 、 廃 止 ・ 縮 減 も 含めて見直すこと。 

  ② 商 業 地 等 に 係 る 負 担 調 整 の 据 置 措 置 等 に つ い て は 、 近 年 の 地 価

の 動 向 等 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 を 踏 ま え 、 負 担 の 公 平 化 等 を 図 る 観

点 から見直すこと。 

  ③ 家 屋 の 評 価 方 法 は 、 そ の 複 雑 さ か ら 納 税 者 の 理 解 を 得 に く く 、

そ の 事 務 量 が 膨 大 と な っ て い る こ と か ら 、 引 き 続 き 評 価 方 法 の 簡

素 化 ・ 合 理 化 を 図 る こ と 。  

  ④  家 屋 の 附 帯 設 備 に つ い て は 、 エ レ ベ ー タ ー な ど 、 通 常 家 屋 と 一

体 的 に 整 備 さ れ る 附 帯 設 備 に つ い て も 、 償 却 資 産 と し て 課 税 す る

よ う 附 帯 設 備 の 所 有 者 か ら 求 め ら れ る こ と が あ る こ と か ら 、 家 屋

と し て 取 り 扱 う べ き 附 帯 設 備 の範囲を法律上明らかにすること。 

   

(４) 事業所税 

  事 業 所 税 は 、 都 市 環 境 の 整 備 及 び 改 善 に 関 す る 事 業 に 充 て る た め の

目 的 税 で あ り 、 こ れ ら 事 業 の 財 源 を 確 保 す る た め 、 引 き 続 き 制 度 の 維

持 を 図 る こ と 。  

 

(５) 入湯税  

  入 湯 税 は 、 環 境 衛 生 施 設 や 消 防 防 災 施 設 等 の 整 備 、 観 光 振 興 等 の 行

政 需 要 に 対 応 す る た め に 不 可 欠 な 財 源 で あ る こ と か ら 、 現 行 制 度 を 堅
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持 す る こ と 。  

 

(６) 基地交付金・調整交付金及び国有資産等所在市町村交付金 

  ①  基 地 交 付 金 ・ 調 整 交 付 金  

    基地交付金・調整交付金については、固定資産税等の代替的性格

を有するものであることから、一般行政施策と同列視することなく、

これまでの経緯を踏まえ予算額を増額確保するとともに、対象資産

を拡充すること。 

 ②  国有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金  

   ア  国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 に つ い て は 、 固 定 資 産 税 の 代 替

的 性 格 を 有 す る も の で あ る こ と か ら 、 固 定 資 産 税 相 当 分 を 適 正

に 算 定 す る こ と 。 特 に 、 建 物 、 工 作 物 等 の 算 定 に 当 た っ て は 、

耐 用 年 数 等 一 定 期 間 経 過 後 も 固 定 資 産 税 と 同 様 の 最 低 限 度 価 格

相 当 額 を 維 持 す る こ と 。  

   イ  都 市 計 画 区 域 に 所 在 す る 、 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 の 対

象資産については、都市計画税相当分 も 交 付 金 に 反 映 す る こ と 。 

 

(７) 地方税における税負担軽減措置等の整理合理化 

  地 方 税 に お け る 税 負 担 軽 減 措 置 等 に お い て は 、 税 負 担 の 公 平 確 保 の

見 地 か ら 、 よ り 一 層 の 整 理 合 理 化 を 図 る こ と 。  

  ま た 、 地 方 税 収 に 影 響 を 及 ぼ す 国 税 に お け る 租 税 特 別 措 置 に つ い て

も 見 直 し を 行 う こ と 。  

 

(８) 大都市等の事務配分の特例に対応した税制の充実強化 

  大 都 市 等 は 、 事 務 配 分 の 特 例 に よ り 都 道 府 県 か ら 移 譲 さ れ て い る 事

務 ・ 権 限 を 担 っ て い る が 、 移 譲 さ れ た 事 務 に 必 要 な 財 源 に つ い て 、 税

制 上 の 措 置 が 不 十 分 で あ る こ と か ら 、 真 の 分 権 型 社 会 の 確 立 の た め に

も 、 都 道 府 県 税 か ら の 税 源 移 譲 に よ り 、 事 務 配 分 に 見 合 っ た 税 制 上 の

措 置 を 講じること。 
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(９) 収入金額課税制度の堅持 

  電 気 ・ ガ ス 供 給 業 に お け る 法 人 事 業 税 の 収 入 金 額 課 税 は 、 受 益 に 応

じ た 負 担 を 求 め る 課 税 方 式 と し て 定 着 し 、 法 人 に お い て も 多 大 な 行 政

サ ー ビ ス の 提 供 を 受 け て い る 。  

  電 気 ・ ガ ス 供 給 業 に 関 し て は 、 小 売 全 面 自 由 化 、 送 配 電 ・ 導 管 部 門

の 法 的 分 離 等 に 対 応 し て 既 に 課 税 方 式 の 見 直 し が 行 わ れ た と こ ろ で あ

り 、 行 政 サ ー ビ ス の 質 や 量 に 対 す る ニ ー ズ が 高 ま る 中 、 収 入 金 額 課 税

の 更 な る 見 直 し に よ り 法 人 事 業 税 が 減 少 す る こ と に な れ ば 、 市 町 村 に

交 付 さ れ る 法 人 事 業 税 交 付 金 の 減 収 を 通 じ て 財 政 運 営 や 行 政 サ ー ビ ス

の 提 供 に 多 大 な 支 障 を 来 た す こ と に な るため、同制度を堅持すること 。 

 

（10）企業版ふるさと納税制度の期限の延長 

  地 方 創 生 応 援 税 制 （ 企 業 版 ふ る さ と 納 税 ） は 、 都 市 自 治 体 に よ る 自

主 的 か つ 自 立 的 な 取 組 に よ り 地 域 経 済 の 活 性 化 や 地 域 に お け る 雇 用 機

会 の 創 出 等 を 推 進 す る 制 度 で あ り 、 地 方 創 生 の 更 な る 充 実 ・ 強 化 に 向

け 、 地 方 へ の 資 金 ・ 人 の 流 れ を 高 め る 必 要 が あ る こ と か ら 、 令 和 ７ 年

度 以 降 も 税 額 控 除 の 特 例 措 置 を 延 長 す る こ と 。  

 

９ 課税・徴収体制等の改善 

(１) 年金保険者からの特別徴収対象者情報等の通知期日の改善 

  地 方 税 法 に 定 め ら れ て い る 年 金 保 険 者 か ら の 都 市 自 治 体 へ の 特 別 徴

収 対 象 者 情 報 等 の 通 知 期 日 に つ い て は 、 納 税 義 務 者 に 税 額 通 知 を 行 う

時 期 を 考 慮 し 、 現 行 よ り 早 め るよう見直すこと。 

 

(２) 申告項目等の改善 

  課 税 実 務 に お い て 、 給 与 支 払 報 告 書 等 の 申 告 内 容 の み で は 控 除 等 の

判 断 に 支 障 が 生 じ る 場 合 が あ る た め 、 課 税 実 務 上 の 諸 課 題 を 解 決 で き

る よ う 、 都 市 自 治 体 の 意 見 を 踏まえて見直すこと。 

 

(３) 外国人労働者への課税・徴収体制等の改善 

  都 市 自 治 体 に お い て 外 国 人 労 働 者 へ の 課 税 及 び 徴 収 を 適 切 に 行 う こ
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と が で き る よ う 、 制 度 的 枠 組 みを構築すること。 

 

(４) 租税債権者による自動車の所有権代位移転登録の実現 

  滞 納 処 分 の た め の 差 押 え に 当 た り 、 所 有 権 留 保 付 き 自 動 車 で 割 賦 代

金 が 完 済 さ れ て い る 場 合 、 租 税 債 権 者 の 代 位 や 監 督 官 庁 の 職 権 に よ る

自 動 車 の 所 有 権 移 転 登 録 が 可 能となるよう制度を見直すこと。 

 

10 地方税法の改正時期等 

  地 方 自 治 の 根 幹 で あ る 税 条 例 の 改 正 に つ い て 地 方 議 会 で の 議 論 の 時

間 や 住 民 へ の 周 知 期 間 が 十 分 確 保 さ れ る よ う 、 地 方 税 法 等 の 改 正 の 時

期 に つ い て 配 慮 す る こ と 。  

  ま た 、 そ の 改 正 内 容 に つ い て 、 都 市 自 治 体 に 対 し て 詳 細 な 情 報 提 供

を 行 う こ と 。
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Ⅱ 制度運用の改善に関する意見 
 

１ 地方税務手続のデジタル化の推進 

  地 方 税 務 手 続 の デ ジ タ ル 化 に つ い て は 、 す べ て の 都 市 自 治 体 が 円 滑

に 推 進 で き る よ う 、 シ ス テ ム 構 築 や 安 全 性 の 向 上 等 に 必 要 な 支 援 や 十

分 な 財 政 措 置 を 講 じ る こ と 。  

  ま た 、 地 方 税 共 通 納 税 シ ス テ ム を 利 用 し た 納 付 の 促 進 や 、 課 税 客 体

の 的 確 な 捕 捉 に 資 す る 課 税 情 報 等 と マ イ ナ ン バ ー の 紐 付 け の 一 層 の 推

進 な ど 、 税 務 手 続 の デ ジ タ ル 化 の 更 な る 推 進 を 図 る こ と 。  

 

２ 基幹税務システム標準化への支援 

  基幹税務システムの統一・標準化 については、税務事務の負担軽減・

効 率 化 を 図 る う え で 重 要 で あ る こ と か ら 、 都 市 自 治 体 に お い て 円 滑 な

移 行 が で き る よ う 、 迅 速 な 情 報 提 供 や 十分な財政措置を講じること。 

  ま た 、 都 市 自 治 体 ご と に シ ス テ ム 更 改 時 期 、 進 捗 状 況 、 ベ ン ダ の 対

応 状 況 な ど が 異 な る こ と か ら 、 都 市 自 治 体 の 意 見 を 丁 寧 に 聴 き 、 実 情

に 十 分 留 意 し た う え で 必 要 な 支援を講じること。 

  特 に 移 行 ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て は 、 住 民 サ ー ビ ス の 低 下 を 招 く こ と

な く 安 全 ・ 確 実 に 移 行 で き る よ う 、 柔 軟 に 対 応 す る こ と 。  

 

３ 国税連携ネットワークシステムの改善・充実 

  今 後 の 国 税 連 携 に お い て は 、 令 和 ８ 年 度 に 予 定 さ れ て い る 国 税 情 報

シ ス テ ム の 刷 新 に 向 け て 、 都 市 自 治 体 の 意 見 を 踏 ま え 、 地 方 税 務 手 続

の デ ジ タ ル 化 が 促 進 さ れ る よ う抜本的な制度設計を行うこと。 

  中 で も 、 以 下 の も の に つ い て は シ ス テ ム 刷 新 を 待 つ こ と な く 早 急 に

改 善 を 図 る こ と 。  

  ①  確 定 申 告 様 式 の 第 二 表 は 、 こ れ ま で の よ う に イ メ ー ジ デ ー タ だ

け で は な く 数 値 デ ー タ も 併 せ て連携できるようにすること。 

  ②  青 色 申 告 決 算 書 ・ 収 支 内 訳 書 や 寄 附 金 特 別 控 除 の 計 算 明 細 書 な

ど 、 都 市 自 治 体 に デ ー タ 提 供 さ れ て い な い も の に つ い て も 、 デ ー

タ 取 得 を 可 能 と す る こ と 。  
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  ③  地 方 税 の 当 初 課 税 の ス ケ ジ ュ ー ル を 踏 ま え た デ ー タ 連 携 が 行 え

る ようにすること。 


